
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日
受
領

答

弁

第

三

〇

五

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
三
〇
五
号

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
石
田
真
敏
君
提
出
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
公
募
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
石
田
真
敏
君
提
出
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
公
募
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
右
条
件
に
該
当
す
る
ポ
ス
ト
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
人

事
に
関
す
る
当
面
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
対
応
方
針
」
と
い
う
。

）
に
い
う
公
務
員
Ｏ
Ｂ
（
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
（
職
務
の
専
門
性
等
を
踏
ま
え
、
専
ら
教
育
、
研
究
又
は
医
療
に

従
事
し
た
者
、
国
家
公
務
員
と
し
て
の
勤
務
が
一
時
的
で
あ
っ
た
者
、
国
の
機
関
の
組
織
又
は
業
務
を
承
継
し
た
独
立
行
政

法
人
の
プ
ロ
パ
ー
職
員
及
び
国
か
ら
の
役
員
出
向
者
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）

第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
な
い
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
役
員
に
就
任
し
て
い
る
ポ
ス
ト
の
数
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
時
点
に
お
い
て
、
百
五
十
ポ
ス
ト
で

あ
っ
た
。

一
の
�
に
つ
い
て

対
応
方
針
の
閣
議
決
定
以
降
、
こ
れ
ま
で
に
、
実
際
に
公
募
が
行
わ
れ
た
ポ
ス
ト
の
数
は
、
延
べ
百
七
十
二
ポ
ス
ト
で
あ

る
。

一



一
の
�
に
つ
い
て

一
の
�
に
つ
い
て
及
び
一
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
数
字
の
差
異
の
要
因
と
し
て
は
、
公
務
員
Ｏ
Ｂ
以
外
の
者
が
就

い
て
い
た
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
も
公
募
を
行
っ
た
場
合
が
あ
る
こ
と
、
同
一
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
複
数
回
公
募
を
実
施
し
た
場

合
が
あ
る
こ
と
、
公
務
員
Ｏ
Ｂ
が
就
い
て
い
た
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
公
募
を
実
施
せ
ず
国
か
ら
の
役
員
出
向
者
を
充
て
た
場
合

が
あ
る
こ
と
、
公
務
員
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
役
員
の
任
期
が
満
了
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

対
応
方
針
の
閣
議
決
定
以
降
、
こ
れ
ま
で
に
、
公
募
を
経
て
役
員
に
就
い
た
者
の
数
は
、
延
べ
百
六
十
五
名
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

対
応
方
針
の
閣
議
決
定
以
降
、
こ
れ
ま
で
に
、
公
募
を
経
て
役
員
に
就
い
た
公
務
員
Ｏ
Ｂ
の
数
は
、
延
べ
四
十
八
名
で
あ

る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
民
間
企
業
」
の
定
義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
対
応
方
針
の
閣
議
決
定
以
降
、
こ
れ
ま
で
に
、
公

募
を
経
て
役
員
に
就
い
た
者
の
う
ち
、
公
務
員
Ｏ
Ｂ
以
外
の
者
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
前
職
が
地
方
公
務
員
、
独
立
行
政
法

二



人
の
役
職
員
、
国
立
大
学
法
人
（
そ
の
前
身
で
あ
る
国
立
大
学
を
含
む
。
）
の
役
職
員
又
は
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
役

職
員
で
な
い
者
及
び
国
か
ら
の
役
員
出
向
者
で
な
い
者
の
数
は
、
延
べ
七
十
八
名
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

二
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
延
べ
七
十
八
名
の
役
員
就
任
時
に
お
け
る
年
齢
に
つ
い
て
は
、
五
十
歳
未
満
で
あ
っ
た

者
が
四
名
、
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
で
あ
っ
た
者
が
七
名
、
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
で
あ
っ
た
者
が
二
十
四
名
、

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
で
あ
っ
た
者
が
四
十
一
名
、
六
十
五
歳
以
上
で
あ
っ
た
者
が
二
名
と
な
っ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

公
募
に
よ
り
選
考
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
対
応
方
針
に
基
づ
き
、
特
定
の
者
が
優
遇
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
公
平
性

を
確
保
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
、
当
該
ポ
ス
ト
の
任
命
権
者
が
選
考
基
準
等
を
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

三


